
２．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却方法　主として定率法
（２）退職給付引当金の会計処理　　

（３）消費税等の会計処理　　　税込み

３．基本財産及び特定資産の増減額及び残高 (円）
科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
　基本財産引当預金 10,000,000 0 0 10,000,000
小計 10,000,000 0 0 10,000,000
特定資産
　施設修繕積立金 508,547 300,000 0 808,547
　退職給付引当預金 3,773,801 322 0 3,774,123
小計 4,282,348 300,322 0 4,582,670
合計 14,282,348 300,322 0 14,582,670

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 (円）

科　　　目 当期末残高
（うち指定正味
財産からの充

当）

（うち一般正味
財産からの充

当）

（うち負債に対
応する額）

基本財産
　基本財産引当預金 10,000,000 (10,000,000)
小計 10,000,000 (10,000,000) 0 0
特定資産
　施設修繕積立金 808,547 (808,547)
　退職給付引当預金 3,774,123 (3,774,123)
小計 4,582,670 0 (808,547) (3,774,123)
合計 14,582,670 (10,000,000) (808,547) (3,774,123)

５．固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高 (円）

科　　　目 取　得　額
減価償却
累計額

当期末残高

建物 4,343,000 3,545,047 797,953
建物付属設備 2,977,599 560,206 2,417,393
構築物 5,922,650 5,922,647 3
機械及び装置 22,919,154 12,195,390 10,723,764
車両運搬具 8,982,680 8,982,675 5
什器備品 6,821,801 5,456,607 1,365,194

51,966,884 36,662,572 15,304,312

財務諸表に対する注記（令和元年度）
一般財団法人本山町農業公社 

　公益法人会計基準（公益認定等委員会　平成21年4月11日改正）に準拠して作成している。

　従業員の退職給付に充てるため、「職員退職手当の支給に関する規定」に基づき平成18年9月末時点で支払いを要する額を計上
している。なお、平成18年10月より中小企業退職金共済に加入し、支払掛金を退職給付費用として計上している。

１．会計基準について
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補助金の名称 交付者 前期末残高 当期増減額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表

上の
記載区分

農の雇用事業
一般社団法人高
知県農業会議

0 1,552,000 1,552,000 0

6次産業化商品向上事業 高知県 0 200,000 200,000 0

ＩＯＴ関連事業 本山町 0 500,000 500,000 0

環境制御技術高度化事業 本山町 0 19,163,452 19,163,452 0

環境制御技術高度化事業 高知県 0 5,896,000 5,896,000 0

合計 0 27,311,452 27,311,452 0

７．実施事業資産の内訳

科　　　目 取　得　価　額
減価償却
累計額

当期末残高

建物 3,881,400 3,507,889 373,511
構築物 5,922,650 5,922,647 3
機械及び装置 1,231,000 1,043,318 187,682
車両運搬具 6,936,080 6,936,076 4
什器備品 5,549,129 5,206,983 342,146
出資証券 50,000 　　　― 57,000
電話加入権 449,904 　　　― 449,904

24,020,163 22,616,913 1,410,250

１. 基本財産及び特定資産の明細
　基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２. 引当金の明細 （円）

目的使用 その他
退職給付引当金 4,375,032 0 0 － 4,375,032

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高

６.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

附属明細書（令和1年度年度）

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

実施事業資産の内訳は次のとおりである。　　　　　　　　　　　　　　（円）

-23 -


